
（令和 5 年 9 月 近畿総合通信局アマチュア局申請版） 

無線局変更等申請書及び届出書 
年  月  日 

近畿総合通信局長 殿 
 
□電波法第９条第１項又は第４項の規定により、無線局の工事設計等の変更の許可を受けたいので、無線局免許

手続規則第１２条第１項に規定する書類を添えて、下記のとおり申請します。 
□電波法第９条第２項又は第５項の規定により、無線局の工事設計等を変更したので、無線局免許手続規則第１

２条第１項に規定する書類を添えて、下記のとおり届け出ます。 
□電波法第１７条第１項の規定により、無線局の変更等の許可を受けたいので、無線局免許手続規則第２５条第 
 １項において準用する第１２条第１項に規定する書類を添えて、下記のとおり申請します。 
□電波法第１７条第２項又は第３項の規定により、許可を要しない無線設備の軽微な変更工事をしたので、無線

局免許手続規則第２５条第１項において準用する第１２条第１項に規定する書類を添えて、下記のとおり届け

出ます。 
□電波法第１９条の規定により、無線局の周波数等の指定の変更を受けたいので、無線局免許手続規則第２５条

第１項において準用する第１２条第１項に規定する書類を添えて、下記のとおり申請します。 
□電波法第２１条の規定により、無線局の免許状の訂正を受けたいので、下記のとおり申請します。 

記 

１ 申請（届出）者 
住所 都道府県－市区町村コード（          ）※不明な場合は省略可能 

〒（    －      ） 
 

氏名又は 
名称及び代表者氏名 
（社団局の場合） 

フリガナ 
 
 

法人番号  

 
２ 変更の対象となる無線局に関する事項 
① 無線局の種別及び局数 アマチュア局 １局 
② 識別信号 J 
③ 免許の番号 近 A 第       号 
④ 備考  
 
３ 申請（届出）の内容に関する連絡先 
所属、氏名（必須） フリガナ 

 

電話番号（必須）  
電子メールアドレス ※省略可能 
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　□移動する（陸上、海上及び上空）　　□移動しない

　□指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力

１３　変更する欄の番号

記載欄が不足する場合は別紙を追加するか、適宜行を追加してください。

同時申請の資格：

国家試験受験番号：

修了証明書の番号：

６　工事落成の予定期日

７　無線従事者免許証の番号

５　氏名又は（社団の）名称及び代表者氏
　名

１１　移動範囲

□無線従事者
免許同時申請

１２　電波の型式並びに希望する周波数及び
　　空中線電力

８　無線局の目的・通信事項

１０　無線設備の設置場所又
　　は常置場所

９　呼出符号

住所

　□個人　　□社団（クラブ）　

都道府県－市区町村コード〔　　　　　　　　　　〕※不明な場合省略可能

〒（　　　　　　－　　　　　　　　）

１　免許の番号

２　申請（届出）の区分

３　個人／社団（クラブ）の別

４　住所

電話番号（　　　　　　）　　　　　　　　－

国籍　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

１４　備考

□４・５　　□７　　□９　　□１０　　□１１　　□１２　　□１５

□現にアマチュア局を開設しているときはその呼出符号と免許番号
（呼出符号：　　　　　　　　　　）（開設済の免許番号：近A第　　　　　　　　　号）

□旧呼出符号希望　（呼出符号：　　　　　　　　　　）

無線局事項書及び工事設計書

アマチュア業務用・アマチュア業務に関する事項

都道府県－市区町村コード〔　　　　　　　　　　〕※不明な場合省略可能

フリガナ　

□予備免許の日から＿＿月目の日

□日付指定：　　　　　　年　　　月　　　日

　　　A第　　　　　　　　　　　号

　□開設　　□変更

２枚目「１５ 工事設計書」もありますので、ご注意ください。
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変更の種別

適合表示無線設備の番号

発射可能な電波の型式及び
周波数の範囲

名称個数 電圧

　　　　　　　　　/　 　（個） V

　　　　　　　　　/　 　（個） V

変更の種別

適合表示無線設備の番号

発射可能な電波の型式及び
周波数の範囲

名称個数 電圧

　　　　　　　　　/　 　（個） V

　　　　　　　　　/　 　（個） V

変更の種別

適合表示無線設備の番号

発射可能な電波の型式及び
周波数の範囲

名称個数 電圧

　　　　　　　　　/　 　（個） V

　　　　　　　　　/　 　（個） V

変更の種別

適合表示無線設備の番号

発射可能な電波の型式及び
周波数の範囲

名称個数 電圧

　　　　　　　　　/　 　（個） V

　　　　　　　　　/　 　（個） V

周波数測定装置 □有

施行規則第１１条の３第７号
の装置

□有

□電波法第３章に規定する条件に合致する。
記載欄が不足する場合は別紙を追加するか適宜行を追加してください。
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□無
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□取替　□増設　□撤去　□変更

変調方式コード

終段管

定格出力 W

定格出力 W
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□取替　□増設　□撤去　□変更

変調方式コード

終段管

定格出力 W

□取替　□増設　□撤去　□変更

変調方式コード
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□取替　□増設　□撤去　□変更

変調方式コード

終段管

W定格出力

その他の工事設計

□送信機系統図

送信空中線の型式

添付図面




